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令和３年 教育委員会１２月定例会 議事録 

 

１．日 時  令和３年１２月２４日（金）   

       開会 午前９時５８分  閉会 午前１０時２８分 
 

２．場 所  大山崎町役場３階 中会議室 
 

３．議 事   

日程第１ 前回会議録の承認について 

日程第２ 諸報告について 

日程第３ （第３９号議案）大山崎町立岩崎運動広場の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の規則で定める日を定める規則の制

定について 

日程第４ その他 

 

４．出席委員 

教  育  長 馬 場 信 行 

教育長職務代理者 吉 川 栄 一 

委 員 南   顕 融 

委 員 榎 本 和 彦 

委 員 宮 本 佳 子 
 

５．欠席委員 

なし 
 

６．事務局 

教育次長、学校教育課長、生涯学習課長、生涯学習課参事兼中央公民館長、生涯学

習課参事兼歴史資料館長、生涯学習課総括主幹兼文化芸術係リーダー、体育館長、

学校教育課主幹兼学校教育係リーダー、書記（学校教育課参与） 

 

７．傍聴者 

なし 
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会  議  内  容 

  

教育長 おはようございます。 

委員の皆様には、公私ともお忙しい中、教育委員会議に出席いただきあ

りがとうございます。また、日頃から本町の教育行政にご指導を賜りあり

がとうございます。 

さて、新型コロナウイルスの感染が始まって、早や２年が経とうとして

います。さらに新たな変異株である「オミクロン株」が流行し始め、大阪

や京都でも感染者が確認され、第六波も懸念されてる困難な状況ではあり

ますが、本町の教育活動を継続してまいりたいと考えておりますので、ご

協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

それではただ今から、令和３年大山崎町教育委員会１２月定例会を開会

します。 

 

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりです。 

これより日程に入ります。 

 

日程第１、前回会議録の承認について、を議題といたします。 

前回の会議録につきましては、既に各委員の署名をいただいております

ので、承認することといたします。 

 

日程第２、諸報告を行います。 

まず、私から報告いたします。 

【教育長諸報告事項について説明（資料のとおり）】 

 

次に、各所管課の報告をお願いいたします。 

 

事務局 【学校教育課事業について説明（資料のとおり）】 

  

 【生涯学習課事業（生涯学習・スポーツ振興係、文化芸術係、中央公民館、

歴史資料館、大山崎町体育館）について説明（資料のとおり）】 
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教育長 ありがとうございました。 

ただいまの報告に対する質疑等がありましたら、ご発言ください。 

 

質疑もないようですので、これで諸報告を終わります。 

教育長 次に、日程第３ （第３９号議案）大山崎町立岩崎運動広場の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の規則で定める日を定める規則

の制定についてを議題といたします。 

 

本案について、事務局に提案理由の説明を求めます。 

事務局 【（第３９号議案）大山崎町立岩崎運動広場の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の規則で定める日を定める規則の制定について

資料に沿って説明】 

 

教育長 ありがとうございました。 

それでは、ただいま事務局から説明がありました第３９号議案に対する

質疑を行います。質疑がありましたら、発言を願います。 

 

委員 この運動広場の利用受付は既に行っているのですか。 

事務局 利用の受付は令和４年 1月４日から行う予定です。条例が施行されてか

ら、受付を行うことになります。 

 

委員 利用の区分にフットサルがありますが、その場合は全面を借りることに

なるのですか。 

事務局 広さの面でテニスコートと併用できませんので、全面をご利用いただく

ことになります。 

教育長 他に質疑がないようですので、討論を行います。 

 

討論を終結して、採決を行います。 
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 （第３９号議案）大山崎町立岩崎運動広場の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の規則で定める日を定める規則の制定について、原

案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

挙手全員です。 

 

従って第３９号議案は、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

教育長 次に、日程第４ その他 を議題といたします。 

 

まず、事務局からその他報告事項があるようですので、説明をお願いし

ます。 

 

事務局 私からは、２点のご報告をいたします。 

まず町議会一般質問についてご報告いたします。 

 

令和３年大山崎町議会第４回定例会（１２月議会）が、去る１１月２５

日から１２月１７日までを会期として開催され、１２月６日から１２月８

日の３日間にわたって行われました一般質問におきましては、町議会議員

１１名の方全員が、様々な町行政に関する一般質問をされました。 

その中で、５名の方が「教育委員会」に関する質問をされ、各ご質問に

対して、馬場教育長から答弁をされましたので、質問要旨をご紹介いたし

ます。 

 

先ず、「大山崎小学校の校舎の強度検査について」 

・大山崎小学校の老朽化が進んでいる。震度 6～7 クラスの地震が発生

した場合、児童及び町民の生命・安心が保たれるのか。改めて建物の

総合診断が必要ではないか。見解を問う。との質問がありました。 

 

次に、「第二大山崎小学校外壁等改修工事について」 

・工事請負契約の増額契約で議会の議決を経る前に工事が進められた件

で、どの時点で問題があったのかを明確にすべきである。具体的に請

負業者とのやり取りについてどうだったのか。 

・再発防止策での効果をどのように考えるのか。 
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「大山崎小学校の給食施設整備について」 

・給食施設整備にかかる開発行為として、グラウンド北側の法面の切土

工事は事前の検討段階では分からなかったのか。 

・給食施設と校舎との段差を抜本的に解消する方法と、その検討内容は

どうだったのか。との質問がありました。 

 

次に、「行き届いた学校教育について」 

・登下校時の安全対策を進める計画を問う。 

「楽しい学校について」 

・児童生徒の声をどのように生かしているかを問う。 

・一人１台端末の整備が進められた。子どもに直接指導している教職員

の声をどのように生かしているかを問う。との質問がありました。 

 

次に、「第二大山崎小学校外壁改修工事等における不適切事案について」 

・抵触するおそれのある法令の名称、該当条文及び町長の見解を問う。 

「学校給食について」 

・大山崎小学校に新設する給食施設について、抜本的な段差改良の考え

方の有無を問う。 

・京都府の指導について、追加経費及びスケジュール変更について問う。 

・トータルコスト及び供用開始時期を鑑みれば、やはりセンター方式こ

そ望ましいと考えるが町長の見解を問う。との質問がありました。 

 

最後に、「大山崎中学校における２学期初頭のリモート授業について」 

・双方向の授業が出来なかったと聞いているが、原因は。 

・1学期になぜ、このような事態の想定と対策が出来なかったのか。 

・端末の問題なのか、ネット環境の問題なのか。 

「本町の自治体統治（ガバナンス）と法令遵守（コンプライアンス）の

在り方について」 

・第二大山崎小学校大規模改修工事に係る今回の追加工事の自治体とし

ての不適切な対応をいかにお考えか。 

「学校給食施設について」 

・今回の一般会計補正予算において、大山崎小学校西面の急傾斜地法面

の傾斜を緩やかにする改修工事の予算が計上されているが、その経緯

を問う。 

・給食施設建設予定地と校舎側の高低差に関して、9 月議会で指摘し、
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設計コンサルタントの考えをお聞きしたい旨を委員会で通告し、その

上で実施設計に移るように話をしたが、既に 10 月段階で実施設計に

入っているが、なぜか。事前に議会に報告するべきではないか。との

質問がありました。 

 

以上のように、学校施設整備、給食施設整備、通学路の交通安全対策、

ＩＣＴ教育活動など、教育課題に関わる多岐にわたるご質問に対して、現

状や進捗、今後の対応、施策の方針、考え方などについて答弁させていた

だいたところであります。 

 

次に、大山崎中学校における少人数学級実施にともなう町費負担による

講師の募集についてであります。 

大山崎中学校では、生徒の学力向上の方策として、教職員と生徒とのふ

れあいをより密にすることで、実態に即した柔軟な指導が可能となる少人

数学級の実施に取り組んでまいりました。 

今年度は第３学年におきまして実施しており、ただちにその効果が目に

見えて現れるものではありませんが、生徒一人一人に対して教職員の目が

行き届きやすく、きめ細やかな指導に寄与しているところであります。 

令和４年度においては、少人数学級の実施対象となるのは新第２学年

で、生徒数が１４２人であり、少人数学級の目安となる３５人で除した場

合、５学級での編制が必要となるものです。 

令和４年度の教職員数でありますが、大山崎中学校において現在設けて

おります肢体障害に係る特別支援学級が、対象生徒の卒業により、なくな

ることにともない、教員定数配当基準に基づき大山崎中学校の府費負担教

職員は２名削減となります。 

これにより、配当された府費負担教職員数だけでは、令和３年度と同様

の運営が出来ず、担任を持つ教職員の配置が困難な状況となるため、町費

負担による講師１名を会計年度任用職員として雇用する必要が生じたも

のであります。 

なお、町の広報誌令和４年１月号で募集記事を掲載するほか、ハローワ

ークや民間求人情報媒体を活用して広く募集することとしております。 

私からの報告は以上であります。 
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事務局 私からは、来年度の放課後児童クラブ入所申請状況について報告いたし

ます。 

去る１２月１３日から１８日まで令和４年度の放課後児童クラブの入

会申請を受付けたところですが、この期間内に２２０名、また受付終了後

の一昨日までに１１名、あわせて２３１名の申請がありました。 

今年度の４月時点の在籍児童数は２１４名でありましたので、正式決定

は２月下旬となりますが、１７名の増加となる状況であります。 

私からの報告は以上であります。 

教育長 ただいまの報告に対して各委員からの質疑はありますか。 

委員 中学校の給食設備に関して、町議会の一般質問で「センター方式」のほ

うが望ましいとの意見があったようですが、保護者からは現在進みかけて

いる計画がまた停滞してしまうのではないかと不安の声もお聞きします。 

ＰＴＡ協議会としては、給食方式にはこだわらず、早期実現を重視して

いるところです。こうしたことをふまえて、事業を進めていただきたいと

願っております。 

事務局 ＰＴＡ協議会のご意見については、方式にこだわらず早期実現をという

ことで以前からお聞きしているところであり、教育委員会としても中学校

給食の一日も早い実現と小学校給食施設の再整備を進めたいと考えてお

ります。現在のところは、予定どおりの完了を目指しておりますので、引

き続き鋭意取り組んでまいります。 

委員 中学校講師は、何で募集されると言われましたか。 

事務局 町広報誌の１月号、町ホームページ、ハローワーク、民間の求人情報媒

体などを活用したいと考えています。 

委員 府の乙訓教育局で、講師の人事を準備されることはないということです

か。 

事務局 中学校の新第２学年の少人数学級は、町の独自政策にあたることから、

府費教員の配置は充てられないこととなります。 
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委員 町費負担は承知するとして、講師の人材を紹介いただくなどの協力だけ

でも教育局にお願いはできないのですか。 

事務局 一定の情報共有は行っておりますが、現状で講師の人材が不足している

状況がありますので、ご紹介いただくのは難しいものと考えております。 

委員 今後、大山崎町で小中一貫教育を進めることにより少人数学級の編制が

必要となる場合なども、町費による講師の雇用となるのでしょうか。 

事務局 町の施策の中での少人数学級編制となる場合は、そちらに充てる教員も

町の雇用負担となります。 

ただ、今後は国においても少人数学級がさらに進められる方向性があり

ますので、そうしたスケジュールと合致することがありましたら、町費に

よる講師を手立てするということも必要ないかもしれません。 

教育長 この他に、委員からのご発言がありましたら、お願いします。 

 

 ないようですので、以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。 

 

これをもちまして、令和３年大山崎町教育委員会１２月定例会を閉会い

たします。お疲れ様でした。 
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大山崎町教育委員会会議規則第１７条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

   令和３年１２月２４日 

 

 

 

 

教 育 長 （署 名） 

 
教育長職務代理者 （署 名） 

 
委 員 （署 名） 

 
委 員 （署 名） 

 
委 員 （署 名） 

 
書    記 （署 名） 

 

 


